
•開議の宣告 
•事務局長（細井榮一君）  ただいまの出席議員数は４５名

でございます。 
 
 

 
•議長（川口雅敏議員）  おはようございます。 
 これより本日の会議を開きます。 

                                        

     ◎会議録署名議員の指名 

 
 

 
•議長（川口雅敏議員）  本日の会議録署名議員をご指名申

し上げます。 
 田 中 いさお 議員 
 佐々木 としたか議員 
 以上、お２人の方にお願いをいたします。 

                                        

     ◎日程第１ 議案第１号  ～  日程第５ 議

案第２４号の一括上程 
 
 

 
•議長（川口雅敏議員）  これより日程に入ります。日程第

１から第５までを一括して議題といたします。 
     〔事務局長朗読〕 



 議案第 １号 平成２３年度東京都板橋区一般会計予算 
 議案第 ２号 平成２３年度東京都板橋区国民健康保険事

業特別会計予算 
 議案第 ３号 平成２３年度東京都板橋区介護保険事業特

別会計予算 
 議案第 ４号 平成２３年度東京都板橋区後期高齢者医療

事業特別会計予算 
 議案第２４号 平成２３年度東京都板橋区一般会計予算に

対する修正動議 

                                        

     ◎区長の施政方針に対する代表質問 

 
 

•副議長（はぎわら洋一議員）  以上で、芝野善之議員の代

表質問を終了いたします。 
 次に、中野くにひこ議員。 
 
 

 
•中野くにひこ議員  議長。 
 
 

 
•副議長（はぎわら洋一議員）  中野くにひこ議員。 
     〔中野くにひこ議員登壇〕（拍手する人あり） 
 
 

 



•中野くにひこ議員  ただいまより、公明党を代表して、区

政全般について質問を行います。 
 新年度予算編成について質問します。 
 厳しい財政状況のもと、新たな実施計画である、いたばし

No.１実現プラン２０１５及び行財政改革の指針となる板橋

区経営革新計画を同時に発表し、区民生活に密着した主要な

課題を的確にとらえ、それらの解決の方向性と、５年後の板

橋のあるべき姿を明確にし、その実現に向けた重点戦略を打

ち出したことは、素直に評価するところであります。 
 少子高齢化が進展する中で、大きく地方自治体を取り巻く

環境は様変わりし、２月に行われました名古屋市議会の住民

投票の意味するところは、議会や議員のあり方等がどうある

べきか、国民の視線にさらされ、問われていることでありま

す。読売新聞が１月末に行った世論調査の結果の中で、「地

方議会が、住民の意思を反映した活動をしていない」と考え

る人が６４％もいたということは驚愕すべきことです。板橋

区議会公明党は、議員自らが身を削り、定数を４６から４０

へ削減、政務調査費１人５万円の削減で、約１億円の経費削

減を目安に、今後、議会基本条例の制定等の議論を通して、

板橋の未来を開く議会改革を強く訴えさせていただきたいと

思っております。 
 さて、経営革新計画において、基本理念に「もてなしの

心」で区民本意の区政の実現、「未来への責任」を果たす健

全な行財政経営、「高い使命感」で挑戦する人と組織づくり

の３つの基本目標を定めました。行政の最大の財産は人であ

ります。残念ながら、区民満足度調査においては、もてなし

の心とはほど遠い結果が出ております。もてなしの心、高い

使命感を醸成するものは何でしょうか。 



 昨年の大みそかから正月にかけて、大雪のため、鳥取県大

山町では、国道９号線沿いに２５キロメートルにわたり１,０
００台の車が立ち往生しました。町役場の職員が駆けつけよ

うにも厳しい状況で、１０時間もそのままの状態で、ガソリ

ンも切れ、暖もとれない状況でありました。その異変に気が

ついて動いたのは、だれから指示されたわけでもなく、地元

の人たちでした。約１,０００個のおにぎりとおまんじゅうを

つくり、寒さを防ぐ毛布も用意した。ご年配の方々は、自分

もひざに故障がありながら、公民館で炊き出しを行った。人

が困っているのを黙って見ているわけにはいかないという地

元の弁がありました。 
 被災者からは、どんな高級店の料理よりもおいしいとの感

謝の言葉がありました。もてなしの心の原風景があるように

思えてなりません。区長のおっしゃる「もてなしの心」は、

どのようにすれば醸成されるのかお伺いします。 
 もてなしの心・高い使命感をつくるのは何か。それは教育

ではないかと思います。お隣の韓国でベストセラーとなり、

韓国公務員の必読書となった『株式会社長城郡』の中で、人

口５万人ほどの首長は「世の中を変えるのは人であり、人を

変えるのは教育である」という信念に基づき、公務員、住民

全員参加型の長城アカデミーを発足させ、およそ日常業務や

地域生活に直接関係のない高度な教育を毎週のように提供す

る。このことが、後々、住民の参加意識、公務員の問題意識

能力を飛躍的に高めるきっかけとなり、見事に行政を活性化

していく。教育により、地域のイノベーションが起こること

を示唆しています。同本の中で、「教育を通じて、公務員と

郡民を変化させ、行政環境と考え方を変化させることは、橋

や道路建設と違って目に見えない上に、点数で確認評価でき

る案件でもない。ましてや、その成果が数年であらわれるも



のでもなかった。人材育成は、長期的なビジョンを持って、

１０年ないし２０年の時間をかけて遂行しても、うまくいく

かどうかという困難な行政課題である」と。 
 当区においても、長城アカデミーのような大きな規模で、

仮称「板橋アカデミー研修（教育）」を通じて、行政を取り

巻く環境の変化、一連の教育委員会の不祥事に終止符を打つ

べく、区政のイノベーションを図る必要があると思いますが、

いかがでしょうか。区長の見解をお伺いいたします。 
 いたばしNo.１実現プラン２０１５における３か年の行政

の見通しについて質問いたします。 
 １、特別区民税は、年少扶養控除廃止等の税制改正影響分

を反映しているが、その積算根拠と区民生活のどのようなと

ころに影響を及ぼすのか、具体的にわかりやすく事例を挙げ

てお示しください。 
 ２、子ども手当金９９億２,３００万円は現行の予算額とし

たが、国の予算関連法案が否決された場合の児童手当の関係

性と影響について、具体的にお示しください。 
 ３、老朽化が進んでいる公共施設の減価償却から積算した

施設整備費用は幾らか。 
 ４、財政調整基金について。ア、歳入・歳出の財源不足は

財政調整基金を取り崩すことになりますが、６９億円もの多

額の取り崩しは回避することはできなかったのかお伺いいた

します。 
 イ、財政調整基金にも限りがあると思うが、基金に依存し

た財政運営も、現実の景気動向ではいたし方ない面はあるも

のの、現状をどのようにとらえているのか。また、今後の財

政調整基金の積み立てをどのような考え方で行っていくのか

お示しください。 



 ウ、財政調整基金残高の３年間の財政計画上の推移は、平

成２３年、６６億円、平成２４年、４２億円、平成２５年、

３８億円であり、年々減少傾向にあります。類似他地方自治

体と比較して、適正な規模なのかどうかお伺いいたします。 
 高島平団地をモデルとして、高齢者支援のシステム構築に

ついて、地域包括ケアはどうあるべきか等、手探り状態で進

めていくわけでありますが、４０年前の高島平のにぎわいは

全国的にも知られ、今、新たに、少子高齢化の時代に適応し

た全国に発信できる高島平再生のまちづくりを期待します。 
 そこで、以下、質問いたします。 
 １、地下鉄東西線江戸川区西葛西は、東京都でも数少ない

人口増加地域であります。要因は、大手町より１５分と至近

距離にあります。高島平は、大手町より３０分の至近距離で

あり、立地条件を活かして、若い人も誘致できるように、専

門家や学識者を交えて、どうすれば再生が果たせるのかプロ

ジェクトを設置していただきたい。 
 ２、高齢者や障がい者、子育て中の保護者などを対象に、

これまでの縦割りのサービスを超え、多機能な支援が受けら

れる「フレキシブル支援センター」の創設をお願いいたしま

す。 
 ３、高島平第七小の跡地にできるシニア活動センターとの

連携はもとより、板橋区で最も高齢化率が高い、６３.８％の

新河岸地域との連携も視野に入れて取り組んでいただきたい。 
 次に、財政の見える化についてでございます。国や自治体

の公会計制度の問題点は、明治時代から１００年以上続く大

福帳（金銭出納帳）が基本です。単年度ごとに単式簿記・現

金主義で帳じりを合わせるので、後のことは次の年度に考え

ようとなり、将来を見通した財政再建はできません。 



 国際的にも、複式簿記・発生主義の会計処理をしないのは、

先進諸国の中で、ドイツが取り入れることから、いよいよ日

本だけとなりました。複式簿記は、結果だけではなく、どの

ような取引によって現金の増減が発生したのかという原因も

記録します。原因・結果の２つの視点から会計処理を行うの

で、複式簿記と呼ばれています。 
 そこで最も重要なのは、バランスシート（貸借対照表）で

あります。書類上で、左に現金や土地などの資産が来て、右

に借り入れなどの負債が来ます。これが均衡するから、バラ

ンスシートと言います。当区においても、平成２２年から会

計処理室で、総務省改定モデルで貸借対照表（バランスシー

ト）を作成していることは大いに評価するものでございます。

そこで、お伺いいたします。 
 １、現在のバランスシートでは、区民の理解を得るのはほ

ど遠く、アラビア語を読んでいるようであります。見える化

は、どのようにしたら理解していただけるか、理解化でもあ

ると思います。その意味で、アニュアルレポート（概要と説

明）を付すのは、民間においてはどの業界でも行っています

が、見解を求めます。 
 ２、現況、最も大切な減価償却が明記されていないので、

本表に明記すること。 
 ３、プライマリーバランスの数字は付表に付されるように

なりましたが、各勘定科目についての詳しい説明、付表はつ

けるべきであると思いますが、いかがでしょうか。見解を求

めます。 
 ３、景気対策についてお伺いいたします。 
 １、南館改築について、総額５５億５,０００万円の大型案

件であり、さまざまな点から考慮しなくてはならないと思い



ますが、積極的に地元業者を何らかの形で参加させていただ

きたい。見解を求めます。 
 ２、平成２３年度板橋第一小学校、赤塚第二中学校の改築

を計画していますが、大型案件の位置づけであります。志村

第一中学校などは、全部地元業者で行った事例もあり、育成

するという視点からも、受注の機会を与えるべきと思います

が、見解をお伺いいたします。 
 その上で、どうしても無理な場合は、都営住宅の建築時に

行われる工区割りなどの手法を持って、地元業者にぜひ受注

の機会を与えていただきたいと思いますが、見解を求めます。 
 また、くい工事や耐震補強工事において、特殊な工法が採

用される案件が多く見受けられるケースがあり、それらの工

法は、その特許を持つ業者しか施行できず、建築学的に影響

がないものであれば、汎用性のある工法を採用し、受注の機

会を増やしていただきたいと思いますが、見解を求めます。 
 ３、新製品・新技術開発チャレンジ事業（一押し事業）に

ついては、商品が市場に出て、売れて初めて商売が成立しま

す。それまで、少なくても３年かかるというのが現場の声で

あります。長期の支援と販路の確保まで必要であると思いま

すが、見解をお伺いいたします。 
 ４、子育て支援についてお伺いいたします。 
 １、第２期保育計画では、平成２３年４月１日までに３５

０人の保育サービス定員を増加するとしていたが、さまざま

な取り組みにより、４５０人程度は増えると聞いています。 
 今年度の１次募集は終了しましたが、去年の１次募集の状

況を見ると、１,９３１名の保育園の募集枠に対して、２,６
６０名を受け付けし、その差が７２９名となっていました。

その後の２次募集で入所した児童や認証保育所等に入所した

児童などを除いた実質待機児数は４６１人でした。今年は、



保育園の募集枠２,１１２名と、受付数２,７３３名、その差

が６２１名から推測すると、待機児の状況はどのようになる

のかお示しください。 
 ２、私立幼稚園に対する運営費の補助に当たる私学助成に

ついて、幼稚園と保育所の一体化施設、こども園が創設され

る予定の２０１３年度をめどに廃止する方針を固めましたが、

その影響はどのようなところにあらわれるのか、具体的にお

示しください。 
 ３、待機児童の５０％近くは求職中であり、東京都が導入

した定期利用保育事業を利用すれば、かなり減らすことがで

きると思います。我が会派からも再三にわたり要望している

ところでありますが、具体的に、どのような場所で、何人の

定員なのかお示しください。 
 ４、杉並区では、保育室の増加で、かなりの待機児童の激

減を見込んだということでありますが、その実態はどうなの

か。旧出張所や職員住宅など区の空き施設を利用した直営型

と、空き店舗やマンション等の空き部屋を利用した委託型の

２種類があります。待機児童の問題は、即効性がなければ意

味がありません。晴れた日には傘は要らない。杉並保育室が

有効であるとすれば、当区においても、いたばしNo.１実現

プラン２０１５で計画的に整備が予定されている板橋保育ル

ームの設置候補施設として、例えば、板橋区でかつて使用し

ていた職員寮の２か所を考えてはいかがでしょうか。計、土

地約３８０坪、建坪約６３３坪あり、有効活用すれば、待機

児童は激減するはずです。見解を求めます。 
 ５、そのためにも、我が会派からも再三申し上げてきまし

たが、公共施設のマネジメントが必要であります。いち早く

公共施設白書を作成した神奈川県秦野市へは視察にも行って



きましたが、委託業者にも頼まず、職員が１人で行いました。

当区の決意と具体策をお伺いいたします。 
 ５、高齢者・障がい者の支援についてお伺いいたします。

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年には、人口の３

０％を超えると見込まれています。世帯主が６５歳以上の世

帯については、２０１０年の３割から４割へと上昇し、高齢

者の世帯の７割近くをひとり暮らし・高齢夫婦のみ世帯が占

めると見込まれています。中でも、高齢者のひとり暮らし世

帯の増加が著しく、ひとり暮らし世帯は、当区においても４

万７,０００世帯に達すると見込まれています。しかも、認知

症高齢者は、２０１０年の１万２,０００人から、２０２５年

には１万７,０００人になることが予測されます。こうした２

０２５年の社会像を考えると、今から、医療や福祉、介護の

事業が迅速に連携して、使いやすいサービスを構築していく

必要があることは論をまたないところであります。 
 そこで、東京都は、以上のような背景のもと、地域とのつ

ながりの希薄化により、家族や地域からの支えのない高齢者

が多く生じることから、単独事業でシルバー交番設置事業を

行います。１５地区分の予算１億円を計上、墨田、豊島、荒

川、品川、三鷹等が実施をします。少子高齢化時代にふさわ

しい高齢者の新たな住まいの理念として、地域全体にケアつ

き住まいと同様の安心を地域全体に提供できる仕組みであり、

地域包括ケアの中核機関である地域包括支援センターとの連

携・補完も視野に入れています。 
 主な機能は、１、在宅高齢者の生活実態の把握、見守りで

あります。アウトリーチ（訪問）による高齢者等の情報収集、

生活実態アセスメント（評価）及び安否確認であります。２、

地域の組織・住民と連携した高齢者見守りの実施であります。



ひとり暮らし高齢者の見守りネットワークへの参加・支援で

あります。 
 ３、緊急通報システムを活用して、２４時間３６５日の安

心を提供。民間緊急通報システム事業の対象拡大、発生情報

に基づく実態把握を行います。 
 ４、高齢者等からの相談窓口。在宅高齢者、家族からの相

談に対応であります。緊縮財政の中で避けて通れない課題で

あり、早急に手を挙げ、地域包括ケアシステムの構築に向け

て取り組むべきであると思いますが、区長の見解をお伺いい

たします。 
 板橋区介護保険事業計画が本年で終了するわけであります

が、特に介護サービス基盤の適切な整備については、必ずし

も満足のいける成果が上がったとは言いがたい。地域の偏

り・公募して待っているという状態がありますが、積極的に

責任者を決めて、こちらから働きかけるべきと思いますが、

見解を求めます。 
 盲ろう者への支援であります。目が見えず、耳も聞こえな

い方を言います。私も機会があり、集合住宅の会長さんから

お話をお伺いし、コミュニケーションをとるのが非常に大変

である旨お聞きしました。荒川区においては、盲ろう者の社

会参加を支援する事業に新年度から乗り出しました。そこで

お伺いします。 
 １、板橋区には、盲ろう者は何人いるのか。２、区内のど

こにどんな状況の盲ろう者が暮らしていて、何を不便に感じ

ているのかを個別に訪問調査して把握し、必要な支援を施策

に反映していただきたい。３、一般区民向けにも、盲ろう者

を理解してもらうためのセミナー等を開いていただきたい。 
 この項の最後に、板橋キャンパス（旧養育院）再編整備に

ついて、東京都は既に整備スケジュールを提示し、現在地を



介護保険施設ゾーン、健康医療長寿医療センターゾーン、緑

化・広場ゾーン、高齢者の福祉施設ゾーンに再編整備します。

高齢者の福祉施設には、民設民営による福祉施設を検討して

いるようでありますが、ぜひとも障がい者施設と併設した複

合施設として、強く東京都に対して申し入れしていただきた

いと思いますが、見解をお伺いいたします。 
 ６、健康について。７５歳以上の高齢者のインフルエンザ

予防接種について。区民の方と接する機会がある中で、お隣

の北区は無料、和光市に隣接する成増地域では、和光市では

１,０００円という庶民の声を聞きます。２３区の中で、６５

歳以上の高齢者に対するインフルエンザ予防接種が、自己負

担ゼロの区は８区ございます。当区を含め１４区は、自己負

担２,２００円であります。もちろん三者協議で決定したこと

は十分に理解した上で、より多くの人が接種することにより、

病気にならなければ、本人はもとより、医療経済学的にも削

減になります。少なくても、災害協定を結んだ和光市と同じ

１,０００円にしていただきたいと思いますが、区長の見解を

求めます。 
 がん検診率向上のためについて質問いたします。日本人の

３人に１人はがんで亡くなる。今や、世界一のがん大国であ

ります。がんを防ぐ決定的な方法はなく、がん検診で早期発

見することが重要であります。ところが、がん大国でありな

がら、日本のがん検診の受診率は、欧米の七、八割に比べた

ら、２割程度と極端に低い。当区においても例外ではありま

せん。がん対策基本法の制定を受け、５年後である２４年の

３月まで、がん検診率５０％以上を目指すことを掲げました。

そこで、以下、質問いたします。 
 達成できないとすれば、主たる要因は何か。我が党もさま

ざまな提案をさせていただきましたが、新たな対策を急ぐべ



きであります。大阪府では、がん対策推進条例をつくり、住

民基本台帳ネットワークを活用し、未受診者に積極的に受診

を促す地域がん登録事業推進をするほか、学校におけるがん

予防学習などを明記しています。区民の健康を守るという１

点において、区政に課せられた喫緊の課題であると思います

が、今後の見通しと具体的な改善策をお示しください。 
 国と都は、３月を自殺対策月間と位置づけ、命を守るキャ

ンペーンを行います。当区でも、うつ病について、ご本人・

ご家族を対象に、精神科医による相談を４か所の健康福祉セ

ンターで行います。日本人の約１５人に１人がかかるうつ病。

日本の自殺者は年間３万人を超えていますが、うつ病はその

大きな要因の１つであり、新しい社会の深刻な問題となって

います。こうした中、新たなうつ病治療として、昨年の４月

から健康保険の適用となった認知行動療法があり、昨年、我

が党からも提案させていただきました。 
 うつ病にかかる人は、一般的に自己に否定的な思考を持つ

傾向があり、物事のとらえ方や解釈も否定的（認知のゆが

み）になりやすい。そのため、不快な感情を増大させてしま

う。認知行動療法は、患者自身にそのゆがみを気づかせ、修

正していくことで不快な感情を改善していく精神療法であり

ます。 
 治療は、１回３０分以上の面接を、原則１６回から２０回

実施。患者は、面接で話し合ったことを実生活で検証してい

く。１９７０年代にアメリカで開発されて以来、欧米を中心

に世界的に広く使用されるようになりました。以下、質問い

たします。 
 １、認知行動療法ができる医師は、区内に何人いらっしゃ

るのか。いないのであれば、同療法ができる医師を何人養成

するのかお示しください。２、健康保険の適用、同療法の概



要、区民向けの研修、ホームページ等を活用し、周知徹底を

図っていただきたい。 
 ７、環境問題についてお伺いいたします。緑の基本計画が、

今後１０年間、平成３２年度まで、緑地の保全や緑化の推進

に際し、その将来像、目標を決めたことは評価するものであ

ります。樹木・草・農作物に覆われた面積の割合を示す植生

被覆率は、一方で、緑を枯らさない努力が必要であります。

赤塚植物園が、区民のさまざまな緑の相談に対応しているの

で、そこを緑の病院として創設し、ショートステイ、入院等、

幅広く区民の緑の需要に対応したらいかがでしょうか。見解

を求めます。 
 省エネ・新エネ機器助成制度についてお伺いいたします。

太陽光発電は、５年前に比べ４倍近く利用が増え、今後、キ

ャンセルがなければ、今年度は目標１００件に対して１２７

件と好調であります。次に、利用実績が多いのが、高効率の

省エネ給湯器類で、エコジョーズが９０件、エコキュートが

８６件であります。これらは、エコに関する意識が、利用実

績からもわかるように、５年前と比較して格段の差がありま

す。 
 世田谷区では、省エネ給湯器設置に商品券を交付し、設置

工事を実施する区内工務店のネットワーク化も進め、地元の

中小企業者の支援も行っています。当区においては、補助金

を最大で１０万円支給していますが、現金支給ではなく、一

部商品券で補助し、工事は、今最も苦しんでいる地元中小・

零細企業に受注できるように、課を超えて協議し、最も喫緊

の課題であります景気対策に知恵を発揮すべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。 
 温室効果ガス対策について、環境省は昨年２月、２０２０

年までに、温室効果ガス排出量を、１９９０年対比２５％削



減する目標達成に向け、具体的な対策を盛った工程表案を正

式に公表しました。焦点の国内削減分の真水の問題はありま

すが、京都議定書を受けて作成した板橋区地球温暖化防止地

域推進計画の中で、どのように目標設定していくのか見直し

が必要であると思いますが、見解を求めます。 
 教育問題についてお伺いします。昨年度行われました全国

学力テストの結果は、小学校６年生では、算数Ａ・Ｂともに

東京都平均より上回り、国語Ａ・Ｂは下回りました。中学校

３年生は、残念ながら、全部東京都平均よりも下回りました。

こうした学習状況の改善策として、フィードバック学習方式

を取り入れ、成果も徐々に上がってきていると認識している

ところでありますが、学校によってはその取り組みに差があ

るように思いますが、教育委員会としての指導性をどのよう

に図っていくのかお示しください。 
 また、全国体力調査の結果でありますが、特に中学２年生

男女の持久走の体力は、どちらも東京都平均を下回っていま

す。「健全な体に健全な精神が宿る」とは先人の言葉であり、

その意味で、中学校２年生を対象とした全中学校の駅伝競走

を提案します。スポーツを通しての一体感、地域でそれを応

援することによる連帯感等々、さまざまな波及効果が図られ

ると思いますが、区長の見解をお伺いいたします。 
 学校支援地域本部を設置した成増・蓮根第二小学校の子ど

もたちがどのように変わったのか。学校支援に参加すること

で、地域の方々はどのように変わったのか。さらに、今後、

どのような形で進めていくのかお示しください。 
 ９、安心・安全のまちづくりについて。火災が発生した場

合の宿泊所の確保について。２月上旬、赤塚四丁目で火災が

ありました。残念ながら、母親と未就学児のお子さん２人が

焼け出されましたが、一命は取りとめました。心からお見舞



いを申し上げると同時に、当日は、消火により家の中は水浸

しで、宿泊できる状況にはありませんでした。深夜まで職員

の方の計らいで、仲宿の宿泊所で泊まることにしました。火

災現場の前は、成増四丁目の区立住宅の空き家があるにもか

かわらず、仲宿まで行かなければなりませんでした。被災に

遭われた方は、翌日、仲宿から成増へ帰らなければなりませ

ん。大変に遠い距離です。私は、少なくても板橋区南部に１

つ、北部に１つ、計２か所の避難宿泊所があってしかるべき

であると思います。一番困っているときに手を差し伸べるこ

とが、区長のおっしゃる「もてなしの心」に通じるのではな

いでしょうか。区長の見解をお伺いいたします。 
 特定優良賃貸住宅（区立住宅）１１か所が、契約締結から

２０年が経過しようとしています。パレスアザレア成増区立

住宅１２戸は平成２５年９月、パティオ大和町区立住宅１１

戸は平成２７年９月に更新時期を迎えます。平成２９年には、

最も多く、５棟７９戸が更新時期に来ます。そこでお伺いい

たします。 
 １、今までのように継続して更新をするのかどうか、基本

方針をお伺いします。２、更新をしないのであれば、１年以

上前から交渉に当たり、民間の家賃保証等を含め、今までの

貢献に感謝しながら丁寧に対応していただきたい。３、すべ

ての建物の契約更新が切れた段階で、毎年約３,０００万円前

後の空き室の家賃が浮く段階において、子育て支援の保育室、

緊急時の宿泊施設、障がい者の拠点等々に有効に活用すべき

と考えますが、区長の見解をお伺いします。 
 この項の最後に、犯罪発生、特に刑法犯認知件数、ひった

くり、車上ねらい、自転車盗が、板橋区は東京都区内、三多

摩地域を含めて非常に多く、特に埼玉に近い北部地域に多い。

平成２２年１２月現在、ひったくり１０２件。多摩地域を含



めた都内全域で第６位でございます。車上ねらいが４３８件。

都内全域で第５位でございます。自転車盗、２,７１５件。第

５位であります。このような実態を受けて、安心・安全のま

ちづくりからは大変に厳しい実態であります。今年度から一

掃しなければならないと思いますが、どのように取り組んで

いくのか、決意と具体的な方策をお示しください。 
 以上をもちまして、公明党の代表質問を終了いたします。

ご清聴、大変にありがとうございました。（拍手する人あ

り） 

                                        

     ◎休憩の宣告 

 
 

 
•副議長（はぎわら洋一議員）  中野くにひこ議員の代表質

問の途中ではありますが、議事運営の都合により、この際、

暫時休憩いたします。 
 なお、再開時刻は午後１時といたします。 
午前１１時５０分休憩 

                                        
午後１時００分再開 
   出席議員     ４５名 
        １番  坂 本あずまお議員     ２

番  元 山 芳 行議員 
        ６番  長 瀬 達 也議員     ８

番  いわい 桐 子議員 
        ９番  竹 内   愛議員    １０

番  大野 はるひこ議員 



       １１番  杉 田 ひろし議員    １２

番  田 中 いさお議員 
       １３番  かいべ とも子議員    １５

番  横 山 れい子議員 
       １６番  松 崎 いたる議員    １７

番  小 林 おとみ議員 
       １８番  河 野 ゆうき議員    １９

番  まとば 栄 一議員 
       ２０番  なんば 英 一議員    ２１

番  大 田 ひろし議員 
       ２２番  松 島 道 昌議員    ２３

番  橋 本 祐 幸議員 
       ２４番  熊 倉 ふみ子議員    ２５

番  かなざき 文子議員 
       ２６番  茂 野 善 之議員    ２７

番  石 井   勉議員 
       ２８番  小 林 公 彦議員    ２９

番  中 野くにひこ議員 
       ３１番  高 沢 一 基議員    ３２

番  大 田 伸 一議員 
       ３３番  山 内 金 久議員    ３４

番  川 口 雅 敏議員 
       ３５番  桜 井きよのり議員    ３６

番  松 岡しげゆき議員 
       ３７番  はぎわら洋 一議員    ３８

番  田 中やすのり議員 
       ３９番  佐 藤としのぶ議員    ４３

番  菊 田 順 一議員 



       ４４番  佐々木としたか議員    ４５

番  白 井 よう子議員 
       ４６番  中 村 静 代議員    ４７

番  松 村 けい子議員 
       ４８番  おなだか  勝議員    ５１

番  天 野   久議員 
       ５２番  木 下 達 雄議員    ５３

番  稲 永 壽 廣議員 
       ５４番  佐 藤 康 夫議員    ５５

番  高 橋 正 憲議員 
       ５６番  すえよし不二夫議員 
   欠席議員 なし 
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  〃  議事係長  杉 山 光 治君    〃  調

査係長  大 谷   鋭君 
  〃  書  記  丸 山 博 史君    〃  書  

記  藤 原 仙 昌君 
  〃  書  記  浅 子 隆 史君    〃  書  

記  田 澤   亮君 
  〃  書  記  大和久 智 弘君    〃  書  

記  才 本 聖 之君 
  〃  書  記  高 橋 輝 充君    〃  書  

記  野 口 茉莉子君 
  〃  書  記  小 澤 博 幸君 
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  区     長  坂 本   健君    副  区  

長  安 井 賢 光君 
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菊 地 裕 之君 
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理室長兼務） 
  区民文化部長   浅 島 和 夫君    産業経済

部長   橋 本 一 裕君 
  健康生きがい部長 太野垣 孝 範君    保 健 

所 長  黒 岩 京 子君 
  福 祉 部 長  松 浦   勉君    子ども家

庭部長  中 村 一 芳君 
  資源環境部長   大 迫 俊 一君    都市整備

部長   西 谷 昭比古君 
  土 木 部 長  老 月 勝 弘君    会計管理

者    横 山 崇 明君 
  教育委員会 
           茂 木 良 一君    政策企画

課長   堺   由 隆君 
  事務局次長 
  財 政 課 長  菅 野 祐 二君    総 務 

課 長  田 中 範 行君 
 



     ◎再開の宣告 

 
 

 
•事務局長（細井榮一君）  ただいまの出席議員数は４１名

でございます。 
 
 

 
•副議長（はぎわら洋一議員）  休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

                                        

     ◎区長の施政方針に対する代表質問（続き） 

 
 

 
•副議長（はぎわら洋一議員）  中野くにひこ議員の代表質

問に対する答弁を求めます。 
 
 

 
•区長（坂本 健君）  議長、区長。 
 
 

 
•副議長（はぎわら洋一議員）  区長。 
     〔区長（坂本 健君）登壇〕 



 
 

 
•区長（坂本 健君）  中野くにひこ議員の代表質問にお答

えいたします。 
 最初に、新年度予算編成に係り、もてなしの心の醸成につ

いてのご質問でございます。 
 もてなしの心につきましては、区長に就任以来、一貫して

取り組んできた区政運営の根幹に係る考え方でありまして、

職員にもかなり浸透したものと実感をしております。今般策

定をいたしました経営革新計画におきましても、「もてなし

の心で区民本位の区政の実現」、これを基本目標の１つとし

て設定いたしました。今後とも各種研修や人材育成向上プロ

グラム、ＡＢＣ運動の展開などを通して、着実に進めてまい

りたいと考えております。 
 続いて、板橋アカデミーについてのご質問でございます。 
 職員の意識改革を進めることは、これからの区政経営に欠

かせないものと考えており、平成２１年に策定をいたしまし

た人材育成基本方針に基づいて、職員の意識改革、職場の風

土改革を積極的に取り組んでいるところであります。基本方

針を実現するための実施計画におきましても、人材育成を総

合的・効果的に推進するため、人材育成推進センターの設置

を位置づけておりまして、この検討の中で、区民との協働意

識の向上や幅広い情報、知識の収集のための講座につきまし

ても取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、年少扶養控除廃止等の影響額の積算根拠についての

ご質問でございます。 
 区の人口統計によって、年少扶養対象者を約４万１,０００

人、１９歳未満の特定扶養対象者、これを約１万１,０００人



と推計して算出をいたしますと年少扶養控除廃止により８億

１,５００万円、特定扶養控除縮小により８,２００万円、合

計で８億９,７００万円の税収増を見込んでいるところであり

ます。 
 次に、区民生活への具体的な影響についてのご質問であり

ます。 
 例えば４人世帯におきまして、配偶者と小学生２人の場合、

給与収入３００万円の方につきましては、所得税３万８,００

０円、住民税７万１,０００円、合計で１０万９,０００円の

増税となります。給与収入５００万円の方につきましては、

合計で１２万４,０００円、７００万円の方につきましては、

合計で１７万６,０００円の増税となります。また、子どもが

中学生と高校生の場合、給与収入３００万円の方につきまし

ては７万５００円、５００万の方につきましては８万５,５０

０円、７００万の方につきましては１０万８,０００円の増税

となります。 
 税以外につきましては、保育料の上昇、幼稚園就園奨励補

助金の減額、児童扶養手当、障がい者医療制度の対象からの

除外、障がい者自立支援医療の自己負担額、７０歳以上の方

の医療費の自己負担限度額、養護老人ホームの負担額など、

多くの分野で負担増が生じることが考えられます。 
 続いて、子ども手当法が否決された場合の影響についての

ご質問でございます。 
 現在審議されている平成２３年度子ども手当法案が否決さ

れた場合には、１年間の時限立法である現行の平成２２年度

子ども手当法は今月末日で廃止となりまして、４月１日から

は恒久法である児童手当法が復活をすることとなります。仮

にこのような事態になりますれば、昨年、子ども手当用に改

修したシステムを再び児童手当法に改修し直す必要がござい



まして、２,０００万円を超える経費がかかるほかにも、受給

者の所得確認など膨大な事務が発生することが予測されます。

また、児童手当法に基づき受給対象や受給金額が変更となり、

区民の混乱が懸念されるところであります。 
 続いて、老朽化が進んでいる公共施設の減価償却費から起

算をしました施設整備費用についてのご質問でございます。 
 総務省が定めた定額法による減価償却費は、平成２１年度

決算において９０億８,９００万円となってございます。総務

省方式改定モデルにおきましては、初年度は昭和４４年度以

降の決算数値を単純に積み上げる方式でよいとしているため

に、総務費、衛生費などの費目ごとの減価償却費の合計金額

のみをバランスシートに計上しているものであります。した

がいまして、今回のバランスシート上の減価償却費から実際

に必要となる施設整備費を算出することは困難であることか

ら、今後、資産台帳を整備し、各施設ごとの減価償却費を算

出し、精緻化を進めていく必要があるかと考えます。 
 続いて、財調調整基金の多額な取り崩しの回避についての

ご質問でございます。 
 平成２３年当初予算編成におきましては、当初フレーム策

定時点におきまして８５億の財源不足が見込まれたため、経

営革新計画を基本といたしまして、起債の活用や、各部に

３％のシーリングを実施するなど、財源不足額の圧縮に努め

ましたが、最終的には６９億円の財源不足となりました。並

行しまして策定した今後３か年の財政計画を踏まえて、財源

不足額は財政調整基金で対応することとしたものであります。 
 続いて、財政調整基金に依存した財政運営の現状認識と今

後の積み立てについてのご質問でございます。 
 平成２３年度予算におきまして、特別区民税及び特別区交

付金に若干の改善傾向は見られるものの、リーマン・ショッ



ク以前と比較をしますと、特別区民税と特別区交付金の両方

で１００億円程度の減となっております。財政調整基金は年

度間の財源調整を主な目的として設置した基金でありまして、

今般の急激な財源不足が生じている現状におきましては、財

政調整基金を活用した財政運営はやむを得ないと考えており

ます。今後につきましては、円滑な財政運営を行うためにも、

極力基金残高を温存する必要があるかと考えます。そのため

に、予算執行に当たりましては、効率的・効果的な予算執行

に努めて、補正予算において財政調整基金の残高の確保を図

ってまいりたいと考えております。 
 続いて、財政調整基金の残高の適正規模についてのお尋ね

であります。 
 財政調整基金の残高の適正規模に関する全国的な統一基準

につきましては、現在設定されていないのが現状であります。

板橋区では基金計画の中で、予算規模が１,５００億円以上の

自治体の積立額の平均値を参考にして、目標額をおおむね１

００億円程度と定めております。今後３か年の財政計画にお

きましては、財政調整基金残高は４０億円前後で推移するも

のと推計をしておりまして、目標額の達成に向けて、基金残

高のさらなる確保に努めてまいりたいと考えております。 
 次は、高島平団地をモデルとした、高齢者の支援システム

構築についてのご質問でございます。 
 事業計画ビジョンの策定に当たりましては、地元関係者及

び学識経験者はもとより、ＵＲ等の事業者を含めて検討委員

会を立ち上げる予定であります。 
 続いて、フレキシブルな支援センターの創設についてのご

質問でございます。 
 今後の地域再生のための課題として検討させていただきた

いと考えております。 



 続いて、新河岸地域も視野に入れた取り組みについてのご

質問であります。 
 高齢者支援システム構築につきましては、当初、高島平を

中心に活動していく予定でありますが、今後、新河岸地域も

含めた、全区を対象にしていく予定であります。 
 次は、アニュアルレポート、概要と説明の作成についての

ご質問であります。 
 今回作成した財務諸表につきましては、従来の決算書だけ

では把握できない区の資産状況も含めたアニュアルレポート

と考えております。このバランスシート作成の目的である区

民への情報公開の拡大、区民への説明責任などを念頭に置き

ながら、区の有する資産や負債など、区の財務状況について、

より一層理解できるように、その作成方法や公開方法に工夫

を凝らすことを努めてまいりたいと考えております。 
 続いて、バランスシートの本表に減価償却費を明記するこ

とについてのご質問であります。 
 行政コスト計算書に当該年度の減価償却費は目的別に記載

をされておりますが、区民の一層の理解を得るために、今後

はバランスシートの欄外にも注記をすることを検討してまい

りたいと考えております。 
 続いて、バランスシートの各勘定科目についての詳細な説

明についてのご質問であります。 
 有形固定資産などの各勘定科目について、その数量や面積

についても表示し、区民の皆様にわかりやすいバランスシー

ト作成に努めてまいりたいと考えております。また、今後、

段階的に固定資産台帳や債権台帳を整備していく中で、さら

なる勘定科目の明細を掲載していく考えであります。 
 次は、南館の改築についてのご質問であります。 



 板橋区の公共調達の目標は、良質で安価な公共財の確保、

公正な競争、区内経済活性化、区内事業者の育成にあると考

えております。このため、現状におきましても、大型案件に

対し、ＪＶによる発注を行うことによって、区内事業者の受

注機会を広げているところであります。南館改築に当たりま

しては、工事発注を行う平成２４年度まで時間もあることか

ら、区内事業者が受注機会を持てるような方策の検討を進め

てまいりたいと考えております。 
 次に、学校改築工事の受注機会についてのご質問でありま

す。 
 板橋区の公共工事は区内事業者への発注を基本といたしま

すが、工事の工法や規模、難易度、競争性の確保などの点か

ら、案件ごとに適切な入札参加資格基準を定めているところ

であります。こうした観点から、板橋第一小学校並びに赤塚

第二中学校改築工事におきましても、区内事業者に対して配

慮しながら、適切な入札参加資格について検討を進めている

ところであります。 
 続いて、受注機会の工夫についてのご質問であります。 
 大規模工事を安定的に行うとともに、区内事業者の受注機

会を広げる方策の１つに工区割があるかと思います。しかし

ながら、工区割につきましては、工期の長期化や工事費の増

加を招くこともございますし、工事の現場の安全性に影響す

る場合もあり、慎重に検討する必要があるかと考えます。 
 今回の板橋第一小学校並びに赤塚第二中学校改築工事につ

きましては、ＪＶによる発注や、建築と設備工事の分離発注

を行うことによって、区内事業者の受注機会を確保してまい

りたいと考えております。 
 続いて、工事における汎用性のある工法の採用についての

ご質問であります。 



 区の施設を建設、あるいは改修する際に、どのような工法

を採用するかにつきましては、施設の利用目的や機能、敷地

特性、施設の運営方法などの要素を考慮した上で、多くの業

者の皆様方が施工可能な汎用性のある工法を採用することを

原則として考えております。特殊な工法を採用する場合にお

きましては、汎用性のある工法との比較検討を十分に行いな

がら、建物の機能、あるいは目的に適した工法となるように、

総合的な観点から選定をしているところであります。 
 次は、新製品・新技術開発チャレンジ支援事業についての

ご質問であります。 
 ご指摘のとおり、新製品や新技術の開発には一定の期間が

必要でございまして、また、開発した製品等につきましては、

その販路の開拓が重要であると認識をしております。そのた

め、本事業におきましては、開発経費の助成に当たり、その

期間が２年度にわたるものにつきましても、一定の条件のも

とで申請を可能とするとともに、技術アドバイザーにつきま

しては継続的な派遣ができる制度とする予定でございます。 
 また、従来から実施をしている製品技術大賞や販路開拓支

援事業を効果的に活用しながら、製品開発から販路開拓、Ｐ

Ｒまで、長期にわたり一貫した支援を行うとともに、今後の

実績や成果、区内企業のニーズ等を踏まえて、さらに使いや

すい制度となるように工夫をしてまいりたいと考えておりま

す。 
 次は、保育園の実質的な待機児数についてのご質問でござ

います。 
 平成２３年度４月入所の認可保育園における１次募集の状

況を昨年度と比較いたしますと、１８１名の募集枠の増加に

対しまして、受付数は７３名の増加にとどまったところであ

ります。また、認証保育所の２園新設、板橋保育ルームの設



置など、認可保育園のほかにも、保育サービス定員を大幅に

増加させているところであります。このことから、平成２３

年４月１日における保育園の実質待機児数につきましては、

今年度の４６１名よりも大幅に減少すると予測をしていると

ころであります。 
 次に、定期利用保育事業についてのお尋ねであります。 
 定期利用保育事業には、商店街の空き店舗等を有効活用す

る方策と認可保育園の一時保育室等を活用する方策の２通り

がございます。定員につきましては、施設の規模と保育する

児童の歳児に応じて決定をしていきますが、おおむね１０名

から２０名と想定をしているところであります。今後も、こ

の２つの方策によって定期利用保育事業を具体化することの

検討を進めてまいりたいと考えております。 
 次に、板橋保育ルームについてのご質問でございます。 
 ２つの職員寮については、いずれも耐震診断が行われてお

りませんで、小さな子どもを預かる板橋保育ルームに転用す

るためには、まず耐震診断を実施しなければならないと考え

ております。その結果、耐震補強が必要な場合には大規模改

修を行わなければならず、すぐに転用することは難しいと考

えております。今後、２か所目の板橋保育ルームをどこに設

置するのか、現時点におきましては未定でございます。あい

キッズへの移行により空き施設となりました学童クラブ等の

スペースの活用を視野に入れながら、設置場所を決定してま

いりたいと考えております。 
 続いて、公共施設のマネジメントについてのご質問であり

ます。 
 今後、公共施設の維持管理経費は大きな財政負担となるこ

とが予測をされるために、改修及び改築、また未利用地や施

設の有効活用などを計画的に行います公共施設のマネジメン



トは大変重要と考えておりまして、平成２３年度から順次取

り組んでいく考えであります。まず、平成２３年度は公共施

設白書を作成し、ファシリティマネジメントの観点から、公

共施設の概況と整備の方向性を明らかにする予定であります。 
 さらに平成２４年度は、その結果を踏まえて、適切なコス

ト管理による施設の計画的な整備と施設配置について検討を

進め、方向性を定めてまいりたいと考えております。 
 次は、シルバー交番設置についてのご質問であります。 
 シルバー交番は、地域包括支援センター等と連携して、高

齢者の見守り等の支援を行うものであります。今後の地域包

括支援センターの機能拡充を推進する中におきまして、シル

バー交番の役割について検討する必要があると考えておりま

す。平成２３年度に実施をいたします高島平団地をモデルと

した地域包括ケアシステムのあり方検討事業の中で、あわせ

て検討を進めてまいりたいと考えております。 
 続いて、介護サービスの基盤整備についてのご質問でござ

います。 
 介護保険の施設サービスにつきましては、事業者の参入意

欲が高く、年間を通して多数の事業者から問い合わせを受け

ているところであります。事業者への情報提供を推進すると

ともに、施設整備の地域的な偏りを解消するため、グループ

ホームにつきましては生活圏域ごとに募集をするなど、公募

方法を工夫するとともに、積極的な参入を促すような募集の

手法等の検討を進めてまいりたいと考えております。 
 次は、板橋区の盲ろう者の人数についてのご質問でござい

ます。 
 平成２２年４月時点におきまして、板橋区には５０名の方

がいらっしゃるところであります。 



 続いて、個別に訪問調査をして、必要な支援を施策に反映

していただきたいとのご質問でございます。 
 来年度、第３期板橋区障がい福祉計画の策定を行う予定で

あります。策定の作業の中におきまして、盲ろうの方を含め

て、区の障がい者の現状について調査を行い、今後の区の障

がい者施策に反映してまいりたいと考えております。 
 次は、盲ろう者を理解してもらうためのセミナー等の開催

についてのご質問でございます。 
 板橋区では、障がい者理解促進事業を継続的に展開し、障

がい者について、区民の間でより理解が進むように図ってい

るところであります。盲ろう者への理解につきましても、今

後の理解促進事業の中におきまして、セミナー等の開催を含

めて、検討を行ってまいりたいと考えております。 
 次は、板橋キャンパス再編整備における障がい者施設の併

設についてのご質問であります。 
 来年度、第３期板橋区障がい福祉計画の策定を行う予定で

あります。計画作成に当たりましては、区内の障がい者のニ

ーズなどを踏まえて、策定を行うものであります。障がい者

施設の併設につきましては、今後の計画の検討状況をもとに、

東京都への申し入れも含めて、対応を進めてまいりたいと考

えております。 
 次は、７５歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種につ

いてのお尋ねであります。 
 インフルエンザ予防接種に関しましては、区では６５歳以

上の方に対して、二類定期予防接種として半額程度の助成を

してまいりました。また２３年度からは、７５歳以上の高齢

者に対して、肺炎球菌ワクチンの助成も予定しているところ

であります。現在の財政状況から、高齢者のインフルエンザ



予防接種に対して、これ以上の助成を行うことは、現時点に

おきましては困難であると考えております。 
 次は、がん検診受診率向上についてのご質問であります。 
 国の目標としている受診率は、自治体と職域とを合計して

５０％としております。区のがん検診で最も高い受診率であ

る大腸がん検診の受診率については約３０％でございまして、

一層の受診率向上が必要であると認識をしております。受診

率向上のためには、がんに対する情報提供と受診勧奨が重要

であると認識をしております。保健衛生システム導入後には、

受診履歴等を活用しながら、未受診者への勧奨通知を行うと

ともに、他の自治体の受診率向上策も参考にしながら、さま

ざまな工夫を行ってまいりたいと考えております。 
 次は、認知行動療法に関して、区内の状況等についてのご

質問であります。 
 認知行動療法につきましては医療法上の標榜科目になって

おりませんで、行政として把握する手がないのが現状でござ

います。認知行動療法ができる医師の養成につきましては区

の役割ではないと考えまして、それぞれの治療法につきまし

ては、医師が医療現場で習得をするものであると考えており

ます。 
 次に、区民への研修の実施及び周知の徹底についてのご質

問でございます。 
 認知行動療法につきましては、精神療法研修の一環としま

して、本年４月に保健所職員などを対象に実施をする予定で

ございます。今後、区職員が正しく理解し、区民への適切な

情報提供に努めていく予定であります。また、ホームページ

の周知に関しましては、他の医学情報や健康情報の提供の仕

方も含めて、総合的に検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 



 次に、緑の病院についてのお尋ねであります。 
 赤塚植物園には緑の相談室や図書館が設置をされておりま

して、緑化教育指導員が常駐をして、区民からの植物に関す

る相談や来園者の質問に対応しているところであります。ま

た、園内におきましては、園芸講習会や閲覧用図書、図鑑な

どの充実も図っているところであります。今後も赤塚植物園

を拠点として、区民のさまざまな緑の要望に対応していく予

定であります。 
 次は、新エネ・省エネ機器助成制度についてのご質問であ

ります。 
 基本的に、区からの助成金を商品券で支払うことによって、

区内消費を喚起し、地域産業の活性化や景気対策につなげる

ことは意義ある施策だと認識をしております。一方におきま

して、ご指摘のあった新エネ・省エネ機器の助成金の一部に

は、国や都の補助金を充当しておりまして、現行の制度にお

きましては、区が現金支給をした助成金に対して、国費等の

補助がなされているところであります。このため、現下の厳

しい財政状況のもとでは、新エネ・省エネ機器に対する助成

は、現金により支給していかざるを得ないと考えます。なお、

補助件数の多い省エネ給湯器関係につきましては、ほとんど

が区内事業者が施工しているところであります。 
 続いて、温室効果ガス対策についてのご質問であります。 
 現在の板橋区地球温暖化防止地域推進計画におきましては、

２０１２年度までに温室効果ガスを基準年度の１９９０年度

と比べまして６％削減することを目標としております。２０

１２年度以降の温室効果ガスの削減目標の設定については、

地球温暖化対策推進法に基づいて、現行計画の改訂版として

策定をする板橋区地球温暖化対策地方公共団体実行計画の中

で具体的に定めて対策を推進していく予定であります。 



 次は、安全・安心のまちづくりに関して、火災時の一時宿

泊所の確保についてのご質問であります。 
 火災時に自宅で生活ができない方の大半については、近隣、

親戚、知人、関係者宅に避難、宿泊していただいているとこ

ろであります。また、まちづくり推進仲宿住宅と大門の防災

研修センターは、本来の設置目的とは異なりますが、火災時

のやむを得ない場合には活用しているところであります。ご

提案のございました新たな施設の確保につきましては、現段

階では難しいと考えております。 
 次は、区立住宅の契約更新についてのご質問でございます。 
 区立住宅は、バブル期に中堅ファミリー層向けの賃貸住宅

が不足をしていたことから、その対策として、手ごろな賃貸

住宅を提供することを目的としてスタートした制度でありま

す。 
 しかし、社会情勢、経済状況の変化によって、民間賃貸住

宅ストックが充足をしていること、また、区立住宅の使用率

が毎年３.５％ずつ増加をしていることなどによって、割安感

が薄れてきているのが現状でございます。また、供給開始か

ら２０年を経過し、国や都の家賃補助が終了することによる

区の財政負担の増大や現在の住宅ストック状況等を勘案しま

すと、区立住宅の提供を行う効果は少なくなりつつあり、契

約を更新する考えは、今のところ、ないということでござい

ます。 
 続いて、区立住宅の円滑な契約終了についてのご質問でご

ざいます。 
 契約満了に際しましては、１年以上前から、使用料、保証

金の引き継ぎ業務等、オーナーだけではなく、居住者に対し

ましても情報提供や移行手続等、親切に対応しているところ

であります。また、契約満了に対するオーナーとの交渉に当



たりましては、その後の住宅の活用について、民間事業者の

ノウハウの紹介など、丁寧に対応していきたいと考えており

ます。 
 続いて、契約期間満了後の有効活用についてのご質問であ

ります。 
 区による各種施策での活用のほかに、民間事業者による活

用も視野に入れながら、オーナーの意向も踏まえて、その可

能性について研究をしていきたいと考えております。 
 最後のご質問でございます。犯罪抑制の取り組みについて

のご質問でございます。 
 ひったくり、車上ねらい、自転車盗の認知件数につきまし

ては、昨年度に比べて減少してきたものの、残念ながら、都

内でも上位となっているところであります。これらの犯罪に

つきましては、対策方法などを注意喚起することで予防が可

能なものであります。区では、これまでもひったくりや車上

ねらいなどについて注意喚起を行ったところでもあります。

今後、犯罪認知件数の順位を下げるべく、ひったくりの被害

防止三原則の広報を充実させるとともに、車上ねらいの注意

喚起看板を警察署を通して効果的に設置するなど、地域や関

係機関との連携を図りながら、犯罪の少ない安心安全のまち

づくりを目指していきたいと考えております。 
 残りました教育委員会に関する答弁につきましては、教育

長から行います。 
 
 

 
•教育長（北川容子君）  議長。 
 
 



 
•副議長（はぎわら洋一議員）  教育長。 
     〔教育長（北川容子君）登壇〕 
 
 

 
•教育長（北川容子君）  教育委員会関連の質問にお答えい

たします。 
 初めに、私学助成廃止に伴う私立幼稚園への影響について

のご質問でございますが、去る１月２７日に、政府が私立幼

稚園に対する私学助成を厚生労働省所管の保育所運営費とあ

わせ幼保一体給付に一本化するなどの報道がなされました。

ただし、翌日、私学助成の一本化は議論の過程であるとの文

部科学大臣の認識が定例記者会見で示されておりまして、詳

細についてはまだ把握をしておりません。現時点で、区とし

ては、国の子ども・子育て新システム検討会議の検討状況を

注視する必要がございますが、幼児教育の重要性が言われ、

幼稚園と保育園の制度改革が検討される中、幼稚園の教育現

場に不安や混乱が生じることがないようにしなければならな

いと考えているところでございます。 
 次に、教育問題についてフィードバック学習方式について

のご質問がございました。 
 昨年１０月に板橋学習ふりかえり検証調査を実施をいたし

まして、４月のふりかえり調査との結果と比較分析をいたし

ました。正答率が著しく伸びた学校の取り組みについて、教

育委員会で聞き取り調査を行い、分析をしたところです。そ

の結果、学校全体での取り組みや学習指導講師の活用など、

一定のパターンが見られたので、指導主事が各学校の分析結

果を説明に訪問した際に、紹介をいたしまして普及を図り、



学校間の取り組みの差の解消に取り組んでいるところでござ

います。 
 次に、中学生の体力向上を目的として、全中学校参加型の

駅伝競争の実施のご提案がございました。 
 現在、多くの学校で全員参加型のマラソン大会を実施して

おります。また、中学生が参加している大会は東京都教育委

員会主催によります中学２年生を対象とした区市町村対抗東

京駅伝がございます。また、板橋区立中学校総合体育大会・

連合陸上競技会がございます。区といたしましては、平成２

４年度から全面実施される学習指導要領の趣旨を踏まえると

ともに、区立中学校総合体育大会や東京駅伝への取り組みの

さらなる充実を図りながら、中学生の体力向上を進めていき

たいと考えております。 
 最後に、学校支援地域本部事業の効果についてのご質問が

ございました。 
 現在、学校支援地域本部事業を実施しております２校では、

学校と地域を結ぶ地域コーディネーターが配置をされたこと

によりまして、学校支援活動が活発になり、学習支援のプロ

グラムも進んできております。地域や企業が学校の応援に入

ることにより教育環境の整備が進むとともに、子どもたちは

教員以外の方々と触れ合う機会が増え、人間関係が豊かにな

り、あいさつができるようになったり、コミュニケーション

能力の育成につながってきております。また、地域の方やボ

ランティアで参加された方からは、学校教育への理解が深ま

ったり、自身の充実感につながったというご意見をいただい

ております。教育委員会では、次年度、３校拡大をしまして、

中学校も加え５校で学校支援地域本部事業を実施をいたしま

して、さらに事業の効果を検証しながら拡大を図っていきた

いと考えております。 



 答弁は以上でございます。 
     〔議長交代、議長（川口雅敏議員）議長席に着

く〕 
 
 

 


